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留学にともなう学生寮（国際学生宿舎、小石川寮）の 
入寮可能期間に関するお知らせ 

 
 
	 従来、国際学生宿舎および小石川寮の入寮可能期間は、最短修業年限終了月の２５日まで（休

学期間は算入しません。）となっています（国際学生宿舎は２年間の更新制です）。 
 
	 このたび上記の規程に追加して、３か月以上の留学期間（休学による留学は除きます。）があり、

最短修業年限を超えて在学する場合は、最短修業年限終了から最大１年は入寮可能期間（入寮申

請する資格がある期間）とすることになりましたのでお知らせいたします。 
 
	 入寮申請をする際、本学在学中に３か月以上の留学期間（休学による留学は除きます。）がある

場合は、申請書の所定の欄にその旨を記載してください。 
 
 
 
【※	 在寮生に関する注意事項】 
在寮生で、過去に３カ月以上の留学期間（休学による留学は除きます。）がある場合、入寮時の

入寮許可期間が延長されることはありませんが、最短修業年限終了から最大１年は入寮申請資格

がある期間となります。これにより小石川寮在寮生の場合は新規に入寮申請、国際学生宿舎在寮

生の場合は更新申請することができます。 
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